
2026年 1月 16日 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

 

川崎市中原区上小田中四丁目 1 番 1 号 

富 士 通 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  時 田  隆 仁 

 

富士通株式会社（以下「当社」という）は、2025 年 12 月 23 日付で富士通フロンテック株式会

社（以下「FTEC」という）との間で締結した吸収分割契約に基づき、2026 年 4 月 1 日を効力発生

日として、FTEC が流通製品・流通関連サービス事業、静脈認証関連事業および RFID 関連事業に

関して有する権利義務を当社へ承継する吸収分割（以下「本件分割」という）を行うことといたし

ました。 

本件分割を行うに際して、会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 192 条に基づき開示す

べき事項は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容 

 本件分割における吸収分割契約の内容は、別紙 1 のとおりです。 

 

2. 対価の相当性に関する事項 

FTEC が当社の完全子会社であることから、当社は、本件分割に際し、その対価として株

式、金銭その他財産の交付を行いません。 

 

3. 吸収分割会社に関する事項 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 別紙 2 のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

① 子会社株式の現物配当の件 

FTEC は、2025 年 3 月 28 日の臨時株主総会において、トータリゼータエンジニ

アリング株式会社および株式会社富士通フロンテックシステムズの発行済株式の全

部を配当財産とする剰余金の配当を決議いたしました。この結果、両社は、2025

年 4 月 1 日に、当社の直接の完全子会社となりました。 

 

② 富士通 Japan 株式会社との吸収分割契約締結の件 

FTEC は、2025 年 5 月 7 日に、富士通 Japan 株式会社との間で、2025 年 7 月 1

日を効力発生日として、FTEC の「医療ソリューション関連機器」の設計・販売・

工事・保守および「医療ソリューション関連ソフトウェア・システム・サービス」

の開発・販売・導入・保守事業に関する権利義務を富士通 Japan 株式会社へ承継さ

せる吸収分割契約を締結いたしました。 

  



③ 株式会社富士通フロンテックシステムズとの吸収分割契約締結の件 

FTEC は、2025 年 5 月 7 日に、株式会社富士通フロンテックシステムズとの間

で、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、FTEC のファイナンス＆リテール事業

本部が所管する ATM 監視・警送アウトソーシングサービス事業に関する権利義務

を株式会社富士通フロンテックシステムズへ承継させる吸収分割契約を締結いたし

ました。 

 

④ トータリゼータエンジニアリング株式会社との吸収分割契約締結の件 

FTEC は、2025 年 12 月 22 日に、トータリゼータエンジニアリング株式会社と

の間で、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、FTEC の中古車せり関連機器およ

び中古車せり関連ソフトウェア・システム・サービスの開発・販売・導入・保守事

業に関する権利義務をトータリゼータエンジニアリング株式会社へ承継させる吸収

分割契約を締結いたしました。 

 

⑤ 資本金及び準備金の額の減少の件 

FTEC は、2026 年 3 月 31 日に、資本金の額を 83 億 5750 万円、資本準備金の額

を 82 億 269 万 3154 円減少し、それぞれ 1 億円、0 円とすることにいたしました。 

 

⑥ 完全親会社との吸収分割契約締結の件（本件分割） 

FTEC は、2025 年 12 月 23 日に、当社との間で、本件分割に係る吸収分割契約

を締結いたしました。 

 

4. 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事

象の内容 

(1) 連結子会社株式の譲渡に関する契約締結の件 

当社は、2023 年 12 月 12 日に、JICC-04 株式会社（以下「JICC-04」という）との間

で、JICC-04 による、当社の連結子会社である新光電気工業株式会社（以下「新光電気工

業」という）の普通株式（以下「新光電気工業株式」という）に対する公開買付けの実施

および当社が所有する新光電気工業株式の譲渡に関する契約を締結しました。当該公開

買付けは 2025 年 3 月 18 日をもって終了し、当該公開買付けに応募された株券等の総数

が買付予定数の下限以上となりましたので、当該公開買付けは成立しました。当該公開

買付け成立後、2025 年 6 月 11 日に新光電気工業の自己株式取得により、当社が保有す

る新光電気工業株式の譲渡が完了しました。一連の取引の結果、新光電気工業は当社の

連結範囲から外れております。 

また、当社は、新光電気工業株式の売却益 141,572 百万円を、第 126 期中間連結会計

期間の要約中間連結損益計算書上、非継続事業からの中間利益に計上しております。 

 

(2) 自己株式取得（決定）の件 

当社は、2025 年 4 月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり自己株式の取得を

決定いたしました。 

 



 取得対象株式の種類： 当社普通株式 

 取得し得る株式の総数： 120,000,000 株（上限） 

 (発行済株式総数（自己株式除く）に対する割合 6.75%) 

 株式の取得価額の総額： 1,700 億円（上限） 

 取 得 期 間： 2025 年 5 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 

 取 得 方 法： 東京証券取引所における市場買付 

 （証券会社による投資一任方式、自己株式立会外買付 

 取引（ToSTNeT-3）による買付を含む） 

(3) 新設分割計画作成の件 

当社は、2025 年 4 月 24 日に、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社のフォトニ

クスシステムおよびモバイルシステム等のネットワークプロダクトの研究・開発・設計・

製造・販売・企画・保守・運用事業を、会社分割により新設する 1FINITY 株式会社に承

継させる新設分割計画を作成いたしました。 

 

(4) 関連会社株式の譲渡に関する契約締結の件 

当社は、2025 年 1 月 6 日に、株式会社パロマ・リームホールディングス（以下「パロ

マ・リーム HD」という）との間で、パロマ・リーム HD による、当社の関連会社である

株式会社富士通ゼネラル（以下「富士通ゼネラル」という）の普通株式（以下「富士通ゼ

ネラル株式」という）に対する公開買付けの実施および当社が所有する富士通ゼネラル

株式の譲渡に関する契約を締結しました。当該公開買付けは 2025 年 5 月 28 日をもって

終了し、当該公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限以上となりまし

たので、当該公開買付けは成立しました。当該公開買付け成立後、2025 年 8 月 22 日に

富士通ゼネラルの自己株式取得により、当社が保有する富士通ゼネラル株式の譲渡が完

了しました。一連の取引の結果、富士通ゼネラルは当社の持分法適用範囲から外れてお

ります。 

また、当社は、富士通ゼネラル株式の売却益 40,017 百万円を、第 126 期中間連結会計

期間の要約中間連結損益計算書上、持分法による投資利益に計上しております。 

 

(5) 株式報酬としての自己株式処分の件 

当社は、2025 年 7 月 30 日開催の取締役会決議において、株式報酬として自己株式を

処分することを決議しました。 

① 国内募集による自己株式処分の概要 

ア． 処分期日 2025 年 8 月 25 日 

イ． 処分する株式の種類および数 当社普通株式 636,611 株 

ウ． 処分価額 1 株につき 3,220 円 

エ． 処分価額の総額 2,049,887,420 円 

オ． 割当予定先 当社役員および従業員(※1) 

 114 名 443,328 株 

 当社国内子会社の役員および従業員(※1） 

 72 名  193,283 株 

 計 186 名 636,611 株 



 ※1 退任または退職者を含む。また、「役員」 

には取締役を含む。 

 

② 海外募集による自己株式処分の概要 

ア． 処分期日 2025 年 8 月 25 日 

イ． 処分する株式の種類および数 当社普通株式 111,959 株 

ウ． 処分価額 1 株につき 3,220 円 

エ． 処分価額の総額 360,507,980 円 

オ． 割当予定先 当社海外子会社に所属する者 4 名 

当社に所属する者および当社国内子会社に所

属する者(※2)  11 名 

計 15 名 111,959 株 

※2 当社海外子会社への出向者を含む。 

 

(6) 株式会社ブレインパッド株式に対する株式公開買付けの件 

当社は、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会において、株式会社ブレインパッド（以下

「ブレインパッド」という）の普通株式を公開買付けにより取得することを決議し、2025

年 10 月 31 日から 2025 年 12 月 15 日までの期間において当該公開買付けを実施しまし

た。 

当該公開買付けにおいては、当該公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」

という）の総数が買付予定数の下限（13,883,800 株）に満たない場合は、応募株券等の

全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数

（18,044,811 株）が買付予定数の下限以上となりましたので、1 株あたり 2,706 円の価

格で応募株券等の全部の買付け等を行いました。当該公開買付けの成立により、当社は

ブレインパッドの発行済株式の 80.92％を保有する株主となっております。 

なお、当社は、ブレインパッドを当社の完全子会社とすることを目的とする取引の一

環として当該公開買付けを実施したため、プレインパッドの普通株式の併合を行うこと

等を付議議案に含む臨時株主総会を開催することを、ブレインパッドに要請する等のス

クイーズアウト手続を実施する予定です。 

 

(7) 完全子会社との吸収分割契約締結の件（本件分割） 

当社は、2025 年 12 月 23 日に、FTEC との間で、本件分割に係る吸収分割契約を締結

いたしました。 

 

(8) 完全子会社との吸収合併契約締結の件 

当社は、2025年12月23日に、富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社（以下「FHO」

という）との間で、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、

FHO を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を締結いたしました。 

  



5. 吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本件分割後の当社の資産の額は、負債の額を充分に上回ることが見込まれます。 

また、本件分割後の当社の事業活動において、当社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼ

す事態の発生は現在予想されておりません。 

以上により、本件分割の効力が生ずる日以降における当社の債務につき、履行の見込みは

あるものと判断いたしました。 

 

 

以 上 
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富士通フロンテック株式会社 

富士通株式会社 
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吸収分割契約 

富士通フロンテック株式会社（本店住所：東京都稲城市矢野口１７７６番地）（以下「甲」とい

う）と富士通株式会社（本店住所：神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号）（以下「乙」と

いう）は、以下のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第１条（吸収分割の方法） 

甲は、吸収分割の方法により、以下の事業（以下「本件事業」という）に関する権利義務を乙

に承継させ、乙はこれを承継する（以下「本件吸収分割」という）。 

（１） 流通ソリューション関連機器および関連ソフトウェアならびに附帯サービスの 

開発・販売・導入・保守（ただし、現金管理運用の警送サービスを除く） 

（２） 静脈認証関連機器および関連ソフトウェアならびに附帯サービスの開発・販売・導入・

保守 

（３） RFID関連機器および関連ソフトウェアならびに附帯サービスの開発・販売・導入・保守 

 

第２条（分割対価の交付） 

乙は、本件吸収分割に際して、甲に対して、株式、金銭その他の財産による分割対価の交付は行

わない。 

 

第３条（吸収分割承継会社の資本金および準備金の額） 

 乙は、本件吸収分割により資本金および準備金の額を増加させないものとする。  

 

第４条（吸収分割の効力発生日） 

本件吸収分割の効力発生日は、2026年 4月 1日とする。ただし、本件吸収分割手続進行上の必要

性その他の事由により、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。 

 

第５条（財産の管理） 

甲は、本契約締結後、本件吸収分割の効力発生日の前日に至るまで、善良なる管理者の注意をも

ってその業務の執行および本契約に基づき乙に承継される財産の管理・運営を行い、その財産およ

び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議し、合意のうえ、これを行

う。 



第６条（権利義務の承継） 

乙は、本件吸収分割の効力発生日において、本件事業における別紙１記載の資産、負債、契約上

の地位その他権利義務を甲から承継するものとする。乙の承継する資産および負債は、2025年 3月

31 日現在の甲の貸借対照表を基礎とし、本件吸収分割の効力発生日の前日までの増減を加除した

うえで確定する。なお、債務の承継は免責的債務引受の方法による。 

 

第７条（事情変更の場合） 

本契約締結の日から効力発生日までの間において、故意、過失または不可抗力により本件事業ま

たはこれらに属する財産に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ、分割条件を変更しまたは

本件吸収分割を取りやめ、本契約を解除することができる。 

 

第８条（競業避止義務） 

甲は、本件吸収分割に関し、競業避止義務を負わないものとする。  

 

第９条（協議事項等） 

本契約に定めのない事項または本契約に定める各条項に疑義が生じた場合、その他本件吸収分割

に関し必要な事項については、本契約の趣旨に基づき甲乙協議のうえ、これを決定する。 

 

本契約締結の証として本書 2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

 

2025年 12月 23日 

 

（甲）東京都稲城市矢野口１７７６番地 

富士通フロンテック株式会社 

代表取締役社長 櫛田 龍治 

 

 

（乙）神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 

 富士通株式会社 

 代表取締役社長 時田 隆仁 



別紙１ 承継する資産、負債、権利義務の明細 

 

１．資産 

本件事業にかかるたな卸資産、什器備品、ソフトウェア、その他の資産（ただし、売掛債

権、甲が本件事業と他の事業で共用する什器備品、ソフトウェア、その他の資産および別途甲

乙間で合意したものを除く） 

なお、本件事業にかかる知的財産権については以下に定めるとおりとする。 

・知的財産権 

本件事業にかかる知的財産権のうち、専ら本件事業にかかる特許権、意匠権、商標 

（いずれも出願中のものを含む）、著作権、ノウハウその他の知的財産権（ただし、 

別途甲乙間で合意したものを除く）は、乙に承継する。 

 

２．負債 

本件事業にかかる未払債務、その他の負債（本件吸収分割の効力発生日前において既に発生

している債務および同効力発生日前の原因に基づき同効力発生日後に発生する債務（偶発債

務、潜在債務、簿外債務等の認識されていない債務を含む）を含む。ただし、買掛債務および

別途甲乙間で合意したものを除く） 

 

３．契約上の地位その他権利義務 

本件事業に専ら関係する一切の契約上の地位およびこれらの地位に基づいて発生した一切の

権利義務（ただし、本件事業に従事する甲の従業員の雇用契約に関する契約上の地位およびこ

れに付随する権利義務、ならびに別途甲乙間で合意したものを除く） 

なお、前各項において除外されるものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

２０２５年５月３０日

富 士 通 フ ロ ン テ ッ ク 株 式 会 社

代表取締役社長   櫛 田 龍 治 殿

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 廣 瀬  美 智 代

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 岡 村  直

監査意見
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、富士通フロンテック株式会
社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１１０期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
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 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以  上




